
平
成
28
年
度 

仙
北
市
職
員
（
大
学
卒
一
般
行
政
職
）

採
用
試
験
の
お
知
ら
せ

市
立
田
沢
湖
病
院
の
臨
時

職
員
を
募
集
し
ま
す

●
業
務
内
容
／
医
療
事
務
業
務
全
般
（
主

に
受
付
窓
口
業
務
）

●
募
集
人
員
／
１
人

●
雇
用
期
間
／
平
成
28
年
９
月
30
日
ま
で

　（
契
約
更
新
の
可
能
性
あ
り
）

●
勤
務
時
間
／
８
時
30
分
～
17
時
15
分

●
申
込
方
法
／
履
歴
書
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

か
ら
の
紹
介
状
を
市
立
田
沢
湖
病
院
に

５
月
31
日
㈫
ま
で
持
参
ま
た
は
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

●
業
務
内
容
／
看
護
補
助
と
介
護
補
助
業
務

●
募
集
人
員
／
１
人

●
雇
用
期
間
／
平
成
28
年
９
月
30
日
ま
で

　（
契
約
更
新
の
可
能
性
あ
り
）

●
勤
務
時
間
／
交
代
制

①
７
時
30
分
～
16
時
15
分

②
８
時
30
分
～
17
時
15
分

③
10
時
～
18
時
45
分

④
夜
勤
（
要
相
談
）

　
16
時
30
分
～
翌
日
９
時
（
月
３
～
５
回
）

●
申
込
方
法
／
履
歴
書
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

か
ら
の
紹
介
状
を
市
立
田
沢
湖
病
院
に

持
参
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

《
共
通
事
項
》

●
選
考
方
法
／
書
類
、
面
接

●
問
合
せ
／
市
立
田
沢
湖
病
院

　（
田
沢
湖
生
保
内
）
☎
（
43
）１
１
３
１

医
療
事
務

看
護
補
助

●
試
験
区
分
／
大
学
卒 

・
一
般
行
政
職

●
採
用
人
数
／
若
干
名

●
受
験
資
格
／

①
昭
和
62
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
７

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

②
平
成
７
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
方
で
、
大
学
（
短
大
、
高
専
含

む
）
を
卒
業
し
た
方
ま
た
は
平
成
29

年
３
月
31
日
ま
で
卒
業
す
る
見
込

み
の
方

●
第
１
次
試
験
／

◎
日
時
／
７
月
24
日
㈰

　
９
時
～
試
験
受
付

◎
会
場
／
秋
田
県
市
町
村
会
館

　（
秋
田
市
山
王
４
丁
目
２-

３
）

◎
内
容
／
大
学
卒
業
程
度
の
教
養
試
験

●
第
２
次
試
験
／
第
１
次
試
験
合
格
者

に
通
知
し
ま
す
。

●
申
込
用
紙
の
請
求
／
申
込
用
紙
・

受
験
案
内
は
、
５
月
25
日
㈬
か
ら
、

田
沢
湖
庁
舎
は
総
務
課
、
角
館
庁

舎
・
西
木
庁
舎
は
地
域
セ
ン
タ
ー
で

交
付
し
ま
す
。
郵
便
請
求
の
場
合

は
、
封
筒
の
表
に
「
職
員
採
用
試
験

申
込
用
紙
請
求
」
と
朱
書
き
し
、
あ

て
先
を
明
記
し
て
１
２
０
円
切
手

を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
（
角
型
２
号

サ
イ
ズ
）
を
必
ず
同
封
し
て
、
総
務

課
職
員
係
へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
普
通
郵
便
の
事
故
お
よ
び

電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
請
求
に
は
対

応
で
き
ま
せ
ん
。

●
申
込
手
続
／
申
込
書
等
の
所
要
事
項

を
記
入
し
、
受
験
票
部
分
に
は
最

近
撮
影
し
た
写
真
を
貼
っ
て
、
総

務
課
職
員
係
あ
て
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
（
郵
送
可
）。
な
お
、
角
館
・

西
木
地
域
セ
ン
タ
ー
で
は
、
受
付

し
ま
せ
ん
。

●
申
込
受
付
期
間
／
６
月
８
日
㈬
～
29

日
㈬
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
、
８
時

30
分
～
17
時
15
分
）

　
郵
送
の
場
合
は
、
６
月
29
日
必
着
に

限
り
ま
す
。

※
今
回
は
〔
大
学
卒
一
般
行
政
職
〕
の
み
の

お
知
ら
せ
で
す
。
他
の
職
種
の
採
用
試

験
に
つ
い
て
は
、
広
報
せ
ん
ぼ
く
７
月

16
日
号
に
掲
載
予
定
で
す
。

※
短
大
高
専
卒
の
方
は
、今
後
募
集
す
る〔
高

校
卒
一
般
行
政
職
〕
の
採
用
試
験
を
受
験

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
今
回
の
〔
大
学
卒
一

般
行
政
職
〕
を
受
験
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
込
・
問
合
せ
／

　
仙
北
市
総
務
部
総
務
課
職
員
係

　
〒
０
１
４-

１
２
９
８

　
仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
宮
ノ
後
30

　
☎
（
43
）１
１
１
１

子
育
て
し
や
す
い
職
場
環
境
の
整
備
を
目
指
す

行
動
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

仙
北
市
特
定
事
業
主
行
動
計
画

　「
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
」
と

「
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推

進
に
関
す
る
法
律
」
の
規
定
に
基
づ
き
、

職
員
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立

を
図
り
、
子
育
て
し
や
す
い
職
場
環
境
の

整
備
を
目
指
す
行
動
計
画
を
策
定
し
ま
し

た
（
平
成
28
年
３
月
）。
平
成
28
年
度
か

ら
平
成
32
年
度
ま
で
を
計
画
期
間
と
し
、

平
成
32
年
度
ま
で
の
目
標
と
そ
の
目
標
達

成
の
た
め
の
取
組
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

●
主
な
取
組
内
容
／

①
各
種
研
修
へ
の
積
極
的
参
加
を
実
施
し

ま
す
。

②
定
時
退
庁
日
を
設
け
、
時
間
外
勤
務
の

縮
減
を
目
指
し
ま
す
。

③
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
を
推
進
し
ま
す
。

④
男
性
職
員
の
妻
の
出
産
の
た
め
の
特
別

休
暇
や
子
ど
も
の
保
育
や
看
護
を
行
う

た
め
の
特
別
休
暇
取
得
を
推
進
し
ま
す
。

⑤
子
育
て
を
行
う
女
性
の
活
躍
推
進
の
た

め
業
務
分
担
な
ど
に
つ
い
て
よ
く
検
討

し
、
職
場
全
体
で
支
援
し
ま
す
。

⑥
男
女
と
も
に
育
児
休
業
等
を
取
得
し
や

す
い
環
境
づ
く
り
と
、
子
育
て
に
対
す

る
職
場
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
各
種

制
度
の
情
報
を
周
知
し
ま
す
。

　
計
画
の
詳
し
い
内
容
に
つ
き
ま
し
て

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
計
画

策
定
に
あ
た
り
、
状
況
を
把
握
分
析
し
た

項
目
の
中
か
ら
「
女
性
の
職
業
生
活
に
お

け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
第
17

条
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
以
下
の
情
報
も

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

※
計
画
は
、
こ
の
数
値
を
基
に
し
て
作
成
し
ま

し
た
。

　U
R
L

　h
ttp

://w
w

w
.c

ity
.se

m
b
o
k
u
.

a
k
ita

.jp
/n

e
w

s_
to

p
ic

s/w
h
a
tsn

e
w

.

php?id=1624

●
問
合
せ
／
総
務
課
（
田
沢
湖
庁
舎
）

　
☎
（
43
）１
１
１
１

公表項目 率

平成26年度実施職員（一般行政職）採用試験
における受験者の女性割合 20.0％

平成26年度実施職員（一般行政職）採用試験
における採用者の女性割合 12.5％

平成27年度管理部門一般行政職女性の登用率 20.4％

平成27年度管理部門一般行政職女性の次長相
当職登用率 14.3％

平成27年度管理部門一般行政職女性の課長相
当職登用率 24.7％

施
　
園
芸
作
物
等
の
産
地
を
育
成
す
る
た

め
、
施
設
園
芸
・
露
地
野
菜
等
の
作
物
の

新
規
・
拡
大
を
応
援
し
ま
す
。

●
対
象
／

◎
経
営
所
得
安
定
対
策
に
加
入
ま
た
は
加

入
が
確
実
な
経
営
体
（
農
業
者
・
農
業

法
人
・
集
落
営
農
組
織
）

設
園
芸
野
菜
等
の
新
規

・
拡
大
を
応
援
し
ま
す

仙
北
市
畑
作
園
芸
等
振
興
事
業

◎
市
税
等
の
滞
納
が
な
い

　
経
営
体

●
補
助
対
象
／
園
芸
用
の

　
施
設
、
資
材
、
機
械
、

　
種
苗

●
補
助
率
／
税
抜
事
業
費

　
の
２
分
の
１
以
内
。

　
上
限
50
万
円

●
問
合
せ
／
農
山
村
活
性
課

　（
西
木
庁
舎
）

　
☎
（
43
）２
２
０
６

在
宅
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
事
業
に
関
わ
る

指
定
店
を
募
集
し
ま
す

　
市
で
は
、
７
月
１
日
か
ら
、
在
宅
で
小

学
校
就
学
前
児
童
の
子
育
て
を
行
う
家
庭

に
対
し
、
市
が
指
定
す
る
有
料
の
子
育
て

関
連
サ
ー
ビ
ス
の
支
払
い
に
あ
て
る
こ
と

が
で
き
る
「
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
券
」
を
交

付
す
る
在
宅
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
事
業
を
ス

タ
ー
ト
し
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、「
子
育
て
サ
ポ
ー
ト

券
」
を
取
扱
っ
て
い
た
だ
け
る
指
定

店
を
募
集
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
い

た
だ
け
る
場
合
は
指
定
申
請
し
て
く

だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

●
申
請
期
限
／
５
月
31
日
㈫

●
申
請
手
続
・
問
合
せ
／
子
育
て
推
進
課

ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。
指
定
申
請
書

の
提
出
等
に
つ
い
て
ご
案
内
し
ま
す
。

　
子
育
て
推
進
課
（
西
木
庁
舎
）

　
☎
（
43
）２
２
８
０

●指定店の募集を行う有料の子育て関連サービス

サービスメニュー サービス内容 指定店（募集）

予防接種 インフルエンザやおたふく風邪の予防接種 医療機関

子育てタクシー 子育てタクシーの利用料金
子育てタクシー
登録会社

絵本の購入 幼児向け絵本、育児書に属する書籍の購入 市内の書店

「らくがき文房具
セット」の購入

落書き用の自由帳やペンをお得セットにした、
サービス店オリジナルセット商品の購入にあて
ることができます。

市内の文具店

幼児用靴購入 幼児用の靴の購入 市内の靴屋

記念写真撮影 子どもを含んだ記念写真の撮影やプリント料金 市内の写真店

バースデーケーキ
等の購入

子どものバースデーやクリスマスケーキの購入 市内の菓子店

事業のしくみ

在宅で小学校
就学前児童の
子育てを行う
家庭

指定店

市

サポート券によるサービス利用

店舗指定・精算サポート券の
申請・交付

▼総務課　☎ 43-1111

▼田沢湖地域センター（サポートセンター）　☎ 43-1147

ホームページ　http://www.city.semboku.akita.jp/

ｆａｃｅｂｏｏｋ　https://www.facebook.com/sembokucity

▼角館地域センター（サポートセンター）　☎ 43-3309

▼西木地域センター（サポートセンター）　☎ 43-2200

▼桧木内出張所（サポートセンター）　 ☎ 48-2001

▼上桧木内出張所（サポートセンター）　☎ 49-2159

▼田沢出張所（サポートセンター）　☎ 43-1351

▼神代出張所（サポートセンター）　☎ 43-1352

市 information
役所からのお知らせ
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国
民
健
康
保
険
税
の

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
に
つ
い
て

　
国
民
健
康
保
険
税
を
年
金
天
引
き
で
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
「
特
別
徴
収
」
と

い
い
ま
す
。

　
年
金
を
受
給
さ
れ
る
方
の
国
民
健
康
保

険
税
は
、
地
方
税
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
原
則
受
給
さ
れ
て
い
る
年
金
か
ら

天
引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ
ま
す
。

　
従
来
、
口
座
振
替
や
納
付
書
で
納
付
さ

れ
て
い
た
場
合
で
も
、
特
別
徴
収
が
優
先

10
月
か
ら
就
職
し
社
会
保
険
に
加
入
し

た
の
で
、
10
月
納
期
分
の
国
保
税
は
納

め
な
く
て
い
い
で
す
か

国
民
健
康
保
険
税
は
１
年
分
を
８
期
に

分
け
て
納
付
い
た
だ
く
た
め
、
各
月

納
期
分
の
税
額
が
そ
の
月
の
加
入
分
と
い
う

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
保
を
脱
退
し
た

と
き
は
、
加
入
月
数
に
応
じ
て
精
算
し
ま
す

の
で
、
10
月
か
ら
社
会
保
険
に
加
入
し
た
場

合
、
国
保
税
は
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
６
か

月
分
に
な
り
ま
す
が
、
７
月
か
ら
納
付
の
た

め
10
月
に
精
算
分
の
納
付
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。

10
月
で
65
歳
に
な
り
ま
す
が
、
国
保
税

は
下
が
り
ま
す
か

年
度
途
中
で
65
歳
に
な
ら
れ
る
方
は
、

65
歳
に
な
る
前
月
ま
で
の
介
護
保
険

分
を
７
月
の
税
額
決
定
時
か
ら
８
期
に
分
け

て
計
算
し
て
い
ま
す
。
10
月
に
65
歳
に
な
る

場
合
、
介
護
保
険
分
は
、
は
じ
め
か
ら
４
月

か
ら
９
月
の
６
か
月
で
計
算
し
て
い
ま
す
の

で
、
65
歳
に
な
ら
れ
た
後
に
税
額
が
下
が
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
年
75
歳
に
な
り
ま
す
が
、
国
民
健
康

保
険
税
は
ど
の
よ
う
に
計
算
さ
れ
て
い

ま
す
か

年
度
内
に
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
ら
れ

る
方
は
、
当
初
７
月
に
送
付
さ
れ
る

●納める時期と算定方法

仮
徴
収

4月 前年所得が確定するまでは、仮算定された

保険税額を納めます。

新規で特別徴収該当する場合
前年度税額をもとに仮算定します。

　1回分＝前年度年税額×1/6

継続して特別徴収該当する場合
前年度2月の特別徴収額と同額が 1回分と

なります。

6月

8月

本
徴
収

10月 前年所得が確定した後は、本算定された保

険税額を納めます。

新規で特別徴収該当する場合
7月・8月・9月は普通徴収となり、残りが

特別徴収となります。

継続して特別徴収該当する場合
年税額から仮徴収税額を差し引き、残りを

3回に分けます。

12月

2月

　新たに国民健康保険税が年金から天引きされる場合、7月、8月、

9月は、納付書により納付する方法（普通徴収）で国民健康保険税を

納めていただき、10月以降は、10月、12月、2月に支給される年

金から天引きされることとなります。

 　前年度から継続して年金から天引きされる場合など、4月、6月、

8月に国民健康保険税が年金から天引きされたときは、今年度の国

民健康保険税の算出額から、4月、6月、8月に年金天引きされた額

を差し引いた額が、10月、12月、2月に支給される年金からの天

引き額となります。

さ
れ
ま
す
が
、
納
付
方
法
変
更
申
出
書
を

提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る

納
付
（
納
付
書
に
よ
る
納
付
は
で
き
ま
せ

ん
。）
へ
変
更
が
で
き
ま
す
。

●
特
別
徴
収
に
該
当
す
る
条
件
／
次
の
条

件
全
て
に
当
て
は
ま
る
場
合
で
す
。

①
国
保
加
入
者
全
員
が
65
～
74
歳
の
世
帯

②
国
保
加
入
中
の
世
帯
主
が
今
年
度
に
75

歳
に
到
達
し
な
い
世
帯

③
世
帯
主
の
年
金
額
が
年
額
18
万
円
以
上

の
方
（
た
だ
し
、
年
金
は
担
保
に
供
し

て
い
な
い
も
の
に
限
り
ま
す
。）

④
介
護
保
険
料
の
年
金
支
払
額
と
国
保
税

の
合
計
が
年
金
額
の
２
分
の
１
を
超
え

な
い
方

●
問
合
せ
／
税
務
課
市
民
税
係

　（
田
沢
湖
庁
舎
）
☎
（
43
）１
１
１
７

納
税
通
知
書
で
、
あ
ら
か
じ
め
誕
生
月
の
前

月
分
ま
で
の
加
入
期
間
で
計
算
さ
れ
、
８

期
で
均
等
配
分
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
年
齢
到
達
後
は
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

へ
移
行
と
な
り
ま
す
の
で
、
原
則
誕
生
月
の

翌
月
に
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
書

が
送
付
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
期
割
の
関
係

上
、
納
付
の
期
間
が
国
民
健
康
保
険
税
と
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と
重
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

年
金
か
ら
の
天
引
き
で
は
な
く
納
付
書

で
納
付
し
た
い
の
で
す
が
で
き
ま
す
か

あ
歳
以
上
の
方
の
国
保
税
に
つ
い
て

は
、
本
人
が
納
付
方
法
を
選
択
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
地
方
税
法
に
よ
り
原

則
と
し
て
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
す
べ

て
の
納
税
義
務
者
の
方
は
年
金
天
引
き
の
対

象
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
口
座
振
替
に

よ
り
納
付
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
口
座
振

替
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
金
融
機
関
へ
の
口

座
振
替
依
頼
と
市
役
所
窓
口
へ
納
付
方
法
の

変
更
申
出
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

毎
年
収
入
が
変
わ
ら
な
い
の
に
、
な
ぜ

納
付
書
で
の
納
付
に
な
っ
た
り
、
年
金

天
引
き
に
な
っ
た
り
す
る
の
で
す
か

税
率
の
改
正
や
わ
ず
か
な
収
入
の
違
い

で
毎
年
税
額
が
変
わ
り
ま
す
。
年
金

天
引
き
の
要
件
の
ひ
と
つ
に
「
介
護
保
険
料

と
国
民
健
康
保
険
税
を
合
わ
せ
た
額
が
年
金

支
給
額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い
こ
と
」
と

あ
り
ま
す
が
、
昨
年
度
は
要
件
を
満
た
し
て

い
て
も
わ
ず
か
な
税
額
の
違
い
や
、
年
金
支

65

給
額
の
違
い
で
切
り
替
わ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
75
歳
に
到
達
す
る
年
度
は
納
付
書

で
の
納
付
（
普
通
徴
収
）
と
な
り
ま
す
。

仮
徴
収
・
本
徴
収
と
は
な
ん
で
す
か

年
金
か
ら
の
天
引
き
に
は
仮
徴
収
期
間

と
本
徴
収
期
間
が
あ
り
ま
す
。
４
月
・

６
月
・
８
月
が
仮
徴
収
期
間
、
10
月
・
12
月
・

２
月
が
本
徴
収
期
間
と
な
り
ま
す
。
仮
徴
収

の
金
額
は
２
月
に
天
引
き
と
な
っ
た
額
と
同

じ
金
額
が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、４
月
・

６
月
・
８
月
か
ら
新
た
に
仮
徴
収
が
始
ま
る

方
に
つ
い
て
は
前
年
度
の
税
額
か
ら
仮
算
定

し
た
税
額
と
な
り
ま
す
。
毎
年
７
月
に
税
額

を
決
定
し
ま
す
が
、
10
月
か
ら
の
本
徴
収
分

は
、
年
額
か
ら
仮
徴
収
の
額
を
差
し
引
い
た

額
を
３
回
（
10
月
・
12
月
・
２
月
）
に
分
け
た

税
額
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
年
税
額
を
計
算

し
た
結
果
、
仮
徴
収
分
よ
り
少
な
か
っ
た
場

合
は
後
日
通
知
の
う
え
、
多
く
納
め
て
い
た

だ
い
た
分
は
還
付
と
な
り
ま
す
。

同
一
年
度
内
に
年
金
天
引
き
分
と
納
付

書
で
の
納
付
分
と
両
方
あ
る
の
で
す
が

特
別
徴
収
に
該
当
す
る
要
件
を
満
た
す

と
年
金
か
ら
の
天
引
き
が
始
ま
り
ま

す
。
新
た
に
仮
徴
収
が
始
ま
る
方
は
昨
年
の

税
額
を
基
に
仮
徴
収
額
を
算
定
す
る
た
め
そ

の
分
は
天
引
き
と
な
り
、
改
め
て
本
年
度
の

税
額
を
計
算
し
た
と
こ
ろ
年
金
天
引
き
の
要

件
を
満
た
さ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
場
合
、
４
月
・
６
月
・
８
月
は
年

金
天
引
き
、
10
月
の
本
徴
収
か
ら
は
納
付
書

で
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

経
　
総
務
省
・
経
済
産
業
省
で
は
、
６
月
１

日
を
調
査
期
日
に
全
国
す
べ
て
の
事
業

所
・
企
業
を
対
象
と
し
た
「
経
済
セ
ン
サ

ス
‐
活
動
調
査
」
を
実
施
し
ま
す
。
こ
の

調
査
に
は
「
統
計
法
」
と
い
う
法
律
に
基

づ
き
、
回
答
す
る
義
務
（
報
告
義
務
）
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
回
答
い
た

だ
い
た
内
容
は
統
計
作
成
の
目
的
以
外

（
税
の
資
料
な
ど
）
に
は
、
絶
対
に
使
用

し
ま
せ
ん
。

　
調
査
票
は
平
成
28
年
5
月
末
ま
で
に
お

届
け
し
ま
す
。
調
査
員
は
、
そ
の
身
分
を

証
明
す
る
『
経
済
セ
ン
サ
ス
‐
活
動
調
査 

調
査
員
証
』
と
『
従
事
者
用
腕
章
』
を
携

帯
し
て
い
ま
す
。
調
査
を
よ
そ
お
っ
た「
か

た
り
調
査
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
６
月
７
日
ま
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答

が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
ご
回
答
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
／

◎
平
成
28
年
経
済
セ
ン
サ
ス
―
活
動
調
査

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
１
２
０-

１
４
２-

１
５
０（
通
話

料
無
料
）

※
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
に
接
続
で
き
な
い
場
合

　
☎
０
３-

４
３
３
４-

３
１
５
０（
有
料
）

◎
企
画
政
策
課
情
報
統
計
係

　（
田
沢
湖
庁
舎
）
☎
（
43
）１
１
１
２

　U
R
L

　http:// w
w

w
.e-census2016.stat.

g
o.jp/

済
セ
ン
サ
ス
‐
活
動
調

査
を
実
施
し
ま
す

モ
ヤ
森
自
転
車
道

う
回
路
の
お
知
ら
せ

　
田
沢
湖
潟
字
大
沢
地
区
「
田
沢
湖
ク
ニ

マ
ス
未
来
館（
仮
称
）」建
設
工
事
に
伴
い
、

モ
ヤ
森
自
転
車
道
の
う
回
路
を
田
子
ノ
木

集
落
か
ら
潟
分
校
を
経
由
し
て
大
沢
集
落

に
至
る
左
図
の
ル
ー
ト
と
し
ま
す
。（
モ
ヤ

森
自
転
車
道
は
全
面
通
行
止
め
「
広
報
せ

ん
ぼ
く
５
月
１
日
号
」
参
照
）

　
ご
不
便
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

●
工
事
期
間
／
５
月
～
平
成
29
年
３
月

●
問
合
せ
／
企
画
政
策
課
（
田
沢
湖
庁
舎
）

　
☎
（
43
）１
１
１
２

田
沢
湖
ク
ニ
マ
ス
未
来
館
（
仮
称
）

建
設
工
事

田
沢
湖

潟 う回路

モヤ森自転車道

全面通行止め区間

県道

田沢湖畔線

至 春山

大沢駐車場

至 潟尻 潟分校

田子ノ木
集落

大沢集落

国
民
健
康
保
険
税
に
関
す
る

Ｑ
＆

Ａ

information市 役所からのお知らせ ▼総務課　☎ 43-1111

▼田沢湖地域センター（サポートセンター）　☎ 43-1147

ホームページ　http://www.city.semboku.akita.jp/

ｆａｃｅｂｏｏｋ　https://www.facebook.com/sembokucity

▼角館地域センター（サポートセンター）　☎ 43-3309

▼西木地域センター（サポートセンター）　☎ 43-2200

▼桧木内出張所（サポートセンター）　 ☎ 48-2001

▼上桧木内出張所（サポートセンター）　☎ 49-2159

▼田沢出張所（サポートセンター）　☎ 43-1351

▼神代出張所（サポートセンター）　☎ 43-1352
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平
成
28
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
限
度
額
と

保
険
税
軽
減
範
囲
が
変
わ
り
ま
す

●
改
正
概
要
／

①
国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課
限
度
額
を
見
直
し
ま
す
。

②
低
所
得
者
に
対
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置

の
対
象
と
な
る
世
帯
の
軽
減
判
定
所
得
に
つ
い
て
、

経
済
動
向
等
を
踏
ま
え
所
要
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

●
問
合
せ
／
税
務
課
市
民
税
係
（
田
沢
湖
庁
舎
）

　
☎
（
43
）１
１
１
７

　国民健康保険税の「医療保険課税額」に係る課税限度額を 54万円（現行

52万円）に、「後期高齢者支援金等課税額」に係る課税限度額を 19万円（現

行17万円）に引き上げます。

　平成27年度に引き続き、低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するため、国民健康保険税

の 5割軽減と 2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引上げを行います。

課税限度額の改正

保険税軽減範囲の改正

平成27年度限度額（改正前）

医療分 52万円

支援金分 17万円

介護分 16万円

計 85万円

軽減判定所得

区分
改正前

世帯主と国保加入者の所得額

改正後

世帯主と国保加入者の所得額

7割軽減基準額 33万円以下 33万円以下

5割軽減基準額 33万円＋26万円×被保険者数 33万円＋26.5万円×被保険者数

2割軽減基準額 33万円＋47万円×被保険者数 33万円＋48万円×被保険者数

※国保加入者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含みます。

平成28年度限度額（改正後）

医療分 54万円

支援金分 19万円

介護分 16万円

計 89万円

7 割
軽減

7 割
軽減

変更
なし

5 割
軽減

5 割
軽減

2 割
軽減

2 割
軽減

保
険
税
額

保
険
税
額

所得額 所得額

平成27年度軽減判定（改正前） 平成28年度軽減判定（改正後）

均等割
平等割

均等割
平等割

所得割
所得割

中間所得層の被保険者の負担
に配慮した国民健康保険税の
見直しが可能となる。

対象者を拡大
経済動向等を踏まえ、軽減判定所得を見直し

（応益分） （応益分）

（応能分）
（応能分）

◎賦課限度額（現行）

　医療分　：52 万円

　支援金分：17 万円

　介護分　：16 万円

◎賦課限度額（改正後）

　医療分　：54 万円

　支援金分：19 万円

　介護分　：16 万円

ご
　
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
や
環
境
美
化

の
推
進
を
目
的
に
、
市
で
収
集
し
て
い
る

ご
み
集
積
所
の
建
替
え
や
修
繕
に
か
か
る

費
用
の
一
部
を
、
予
算
の
範
囲
内
で
補
助

し
ま
す
。

●
対
象
／
ご
み
集
積
所
を
管
理
す
る
町
内

会
・
自
治
会
、
住
民
組
織
。
個
人
、
事

業
所
等
は
対
象
外
で
す
。

●
補
助
対
象
事
業
／

①
既
存
の
ご
み
集
積
所
を
建
替
え
る
事
業

み
集
積
所
の
修
繕
費
等

を
一
部
補
助
し
ま
す

仙
北
市
ご
み
集
積
所
整
備
補
助
金

②
既
存
の
ご
み

　
集
積
所
を
修

　
繕
す
る
事
業

●
補
助
金
額
／

①
建
替
え
　
事
業
費
の
２
分
の
１
以
内
で

限
度
額
６
万
円

②
修
繕
　
　
事
業
費
の
２
分
の
１
以
内
で

限
度
額
３
万
円

※
補
助
を
受
け
た
集
積
所
は
、
翌
年
か
ら
５
年

間
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
（
災
害
に
よ
る
被
害

は
の
ぞ
く
）。

●
問
合
せ
／
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

　（
角
館
町
薗
田
）
☎
（
54
）３
３
０
５

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
市
民
情
報
‐
ゴ
ミ
）
に

も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

夜
　
日
中
、
仕
事
な
ど
で
市
税
を
納
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
の
た
め
に
、
夜
間
納
税

窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

　
ま
た
、
諸
事
情
に
よ
り
市
税
を
納
め
る

こ
と
が
困
難
な
方
の
た
め
に
納
税
相
談
窓

口
も
併
せ
て
開
設
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。

●
日
時
／

   

５
月

31
日
㈫   

17
時
15
分
～
19
時

※
開
設
時
間
に
都
合
が
つ
か
な
い
場
合
は
、
事

前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

間
納
税
窓
口
を

開
設
し
ま
す

●
場
所
／
税
務
課（
田
沢
湖
庁
舎
）、角
館
・

西
木
地
域
セ
ン
タ
ー

※
正
面
玄
関
か
ら
お
入
り
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
／
税
務
課
（
田
沢
湖
庁
舎
）

　
☎
（
43
）１
１
１
７

【
平
成
28
年
５
月
31
日
納
期
限
の
税
目
】

◎
固
定
資
産
税
・
第
１
期

◎
軽
自
動
車
税
・
第
全
期

　
口
座
振
替
も
納
期
限
と
同
日
で
す
の

で
、
前
日
ま
で
通
帳
の
残
高
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

※
納
税
に
は
口
座
振
替
が
便
利
で
安
心
で
す
。

各
金
融
機
関
ま
た
は
市
役
所
税
務
課
、
各
地

域
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

5月25日（水）は
チャレンジデー！

詳細は今号に折込のチラシをご覧ください。

仙北市チャレンジデー実行委員会事務局
（仙北市教育委員会　スポーツ振興課内）☎ 43-3390

報告は参加票回収箱へ投函・電話・ファックス・
メールでお願いします。

問

No.3
ス
ポ
ー
ツ
・

運
動
後
は

報
告 
を
！

市民総参加健康づくりの日

2016

information市 役所からのお知らせ ▼総務課　☎ 43-1111

▼田沢湖地域センター（サポートセンター）　☎ 43-1147

ホームページ　http://www.city.semboku.akita.jp/

ｆａｃｅｂｏｏｋ　https://www.facebook.com/sembokucity

▼角館地域センター（サポートセンター）　☎ 43-3309

▼西木地域センター（サポートセンター）　☎ 43-2200

▼桧木内出張所（サポートセンター）　 ☎ 48-2001

▼上桧木内出張所（サポートセンター）　☎ 49-2159

▼田沢出張所（サポートセンター）　☎ 43-1351

▼神代出張所（サポートセンター）　☎ 43-1352
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